
高知県の産後ケア事業の現状・課題について

R7.12.２　令和７年度第１回高知県産後ケア事業推進連絡会

高知県子ども・福祉政策部子育て支援課
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　産後ケア事業について
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　こども家庭庁　令和８年度予算概算要求　資料
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【産後ケア事業】出産後１年を経過しない母子に対して、助産師等が心身のケアや育児サポートを行い、産後も安心して子育て
ができる支援体制の確保を行うもの。（法定事業：母子保健法上の市町村の実施努力義務）
　●実施主体：市町村
　

【利用者の状況】■出生数　3,108（R６）

R2 R3 R4 R5 R6
（暫定値）

利用者数 285 392 553 1,048 1,515

利用率 7.0% 9.6% 14.9% 31.0％ 48.7％

【事業実施市町村数】　　　　　　　　　　　　

R3 R4 R5 R６ R7
（予定含む）

訪問型 34  34 34 33　※ 33　※

通所型 4  ８ 12 20 32

宿泊型 8 12 16 24 32

　

　
　　　　

（受託施設の内訳）
　高知市内：10か所(医療機関、助産所等)

　安芸圏域：1か所(医療機関)

　中央東圏域：１か所(助産所)

　幡多圏域：３か所(医療機関)

●●
●●
●●
●●
●● ●

●

　高知県の産後ケア事業の状況

現状

※残り１市町村は類似事業にて実施

R7年11月時点
R6年度 国費申請（R6.7）
高知市内
・はぐあす
・浅井産婦人科内科
・内田産婦人科
・アニタ助産院
・小梅助産院
・助産院はぐはぐ
・このは助産院
・高知赤十字病院
安芸圏域
・あき総合病院
幡多圏域
・渭南病院
県外（愛媛県）３箇所

※通所型については、委託せず直営で実施している市町村もあり

※利用者数：類型ごとの実人数の合計値

R7年度 県調査（R7.11）
高知市内
・はぐあす
・浅井産婦人科内科
・高知赤十字病院
・アニタ助産院
・小梅助産院
・助産院はぐはぐ
・このは助産院
・国立高知病院
・産前産後ｹｱｻﾛﾝ nyuwa
・SORA助産院
安芸圏域
・あき総合病院
中央東圏域
・ゆいま～る
幡多圏域
・渭南病院
・菊地産婦人科
・幡多けんみん病院
県外（愛媛県）３箇所

●

■受託施設数：1５か所

　
　　　　

　〈通所型・宿泊型〉医療機関、助産所等に委託

【産後ケア事業の委託先】
　〈訪問型〉高知県助産師会、個人助産師等に委託

●
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産後ケア事業の受け皿の地域偏在の解消に向けた取組について

１．産後ケア事業の実施場所に係る地域調査
　委 託 先 ：高知県助産師会
　事業内容：産後ケア事業の実施場所として地域の公立施設等を活用できないか等について調査し、特に通所型の産後ケ

ア事業について、市町村直営で工夫して実施している事例等を把握し、まとめる
　調査概要：アンケート調査（高知市以外の33市町村）　→ 抽出、ヒアリング調査（５か所）
  事例のまとめ：４か所分　　　　　内訳：産後ケア事業通所型実施２町【本山町・仁淀川町】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　類似事業実施２市町【須崎市・梼原町】）

２．産後ケア普及啓発事業
　委 託 先 ：(株) ドリームコミュニケーション（はぐあす）
　事業内容：（１）宿泊施設等を活用した通所型の実施

実施場所：四万十市、香南市、安芸市の民間施設
実施回数：各２回ずつ計６回
対象者数：４組/回の母子

（２）産後ケア事業がユニバーサルサービスであること等についての県民啓発
・デジタルサイネージ（県内３か所・３か月間）での40s
・Youtube広告15sCM（１か月間、～20万回）
・SNSの活用等：委託先のインスタ、県るんだぐらむ、ココハレ

令和６年度の取組
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【　経緯と詳細　】
■　開始年度　：　令和６年度

■　目的　　　　：　産後の心身ともに不安定になりやすい時期に、専門職種が母親の
　　　　　　　　　　　　身体的・心理的なケアを行うことで母親の身体的回復と心理的な安
　　　　　　　　　　　　定を促進するとともに産後うつの予防、負担軽減、育児の孤立を防
　　　　　　　　　　　　ぐことで虐待を未然に防止すること。

■　実施までの経緯　：  要支援妊婦に対して不安が解消される場や母親の休息がで
　　　　　　　　　　　　　　　　　きる場がないか検討し実施にあたっては先進県と連絡をとり
　　　　　　　　　　　　　　　　　運営方法の聞き取り、提供いただいた要綱や仕様書を参考に
　　　　　　　　　　　　　　　　　作成した。

■　準備　　　　：  申請時に、希望するケアなどを確認し必要なものを町で準備。
　　　　　　　　　　　　　施設の管理者に開錠依頼と布団の宅配の手配。当日お弁当の手配。

■　必要設備や物品　：　町で準備するもの→消毒用品、書類、児のお世話用品、
　　　　　　　　　　　　　　　　バスタオル、CD、おもちゃなど。必要時に沐浴セットなど。
　　　　　　　　　　　　　　　　宅配→大人用布団セット+ベビー用にシングル敷布団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　安全対策　：　①保育士1名配置し、託児を行い助産師がケアに集中できるように
　　　　　　　　　　　　　　している。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　②希望票（母親がケアの前に記入）から緊急連絡先の把握。
　　　　　　　　　　　　　③こどものアレルギー・誤飲対策として、離乳食は母親が対応。

■　当日スタッフの職種と人数　：　助産師１名、保育士１名
■　１回あたりの予算額　：　○○○円程度(人件費、交通費、レンタル費、宅配費)

■　周知の方法　：　妊娠届出、産前や新生児訪問時に声掛け。毎月のお便りで周知、
　　　　　　　　　　　　　　HPへ事業内容を掲載。

【直営※通所型】※病院や事業所等に全てを委託していないものとする

■　実施場所　：　2区コミュニティセンター
■　開催　　　　：　月１回)　10:00～1５：00　　
■　昼食提供　：　あり
■　定員　　　　：　２～4組/回　　　■　こどもの対象年齢　：　1歳未満　　　

1日のスケジュール

【概要】
出生数　：　10人（令和5年) 
産後ケア事業実施類型　：　通所型・訪問型

「ニーズに応じた事業内容の検討」
①アンケート内容の検討
②助産師や保育士の確保

①開催場所の選定
母親が休息できる場所、上の子の送り迎えを考えて小学校や保育所が近い場所、避難所にもなっ
ている安全な場所などを探し現施設を選定。さらに布団の宅配業者（クリーニング店）が施設を
管理しており、施設の開錠と布団の宅配を同時に対応いただいている。
②助産師を中心とした実施体制

産後ケアガイドラインを確認しながら基本は助産師と保育士で実施。保健師は必要時や開始前、
終了後に申し送りを実施。書類などを活用し助産師と保育士との申し送りは密に実施。
③書類の作成
産後ケアガイドラインの確認や、他市町村の運営方法を参考に、委託契約書や仕様書、1日の流れ
のチェックリスト、報告書などを作成。
④地域資源の活用
保育所に周知協力、施設管理者のクリーニング店に布団宅配の協力依頼。

実施の際の工夫

課題

母親の利用目的や、利用後の心身の変化、感じ
ている課題解決につながったかなどが把握で
きるよう、アンケートの内容を見直し、母親の
ニーズの把握をさらに行うとともに、他市町村
の運営も確認しながら事業評価と内容充実に
つなげていく。

今後の方向性

母親の休息場所

沐浴スペース

会場レイアウト

交流スペース
（託児と食事
や希望票を記
入する場所）利用者 運営スタッフ（設営から片付けまで） 助産師 保健師 保育士

8:30 施設管理者が開錠と布団搬入

9:30 コミュニティーセンターに集合 9:30 9:30 9:30

スタッフ全員で会場準備
（予約者の情報共有、希望内容等）

10:00 午前予約者が来所し希望票を記入

助産師がお弁当に電話

11:00 希望票の内容に沿ったケアの実施

１２時ごろ弁当配達

12:00
午後予約者が来所
母親とスタッフが一緒に昼食

午前予約者帰宅

13:00 母親が希望票記入

希望票の内容に沿ったケアの実施

14:00

15:00 片付けのときに保健師が来所する。

片付け、実施結果報告書を助産師に
書いてもらう（実施項目、観察項目、
助産師保育士のコメントなど）
保健師申し送り

15:30 終了

〈
午
前
予
約
者
〉

〈
午
後
予
約
者
〉
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　令和６年度の取り組み（１．産後ケア事業の実施場所に係る地域調査　報告書より(本山町の取組)）
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（写真）



　令和６年度の取り組み　（２．産後ケア普及啓発事業）

〈事業のチラシ〉
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① プレイヤー（委託先）

• 市町村直営で実施
• 助産師会に委託
• 医療機関に委託
• 個人助産師に委託
• 産後ケア施設に委託

② サービス価格（委託先）

• 減価償却費（施設損料）
• 人件費
• 食費
• 諸雑費等

③ 委託内容（市町村） ④ 利用料（市町村）
市町村が事業者と個々に契約
市町村直営も含めると、実際のプ
レイヤーは多岐にわたる

提供しているケアの内容は
事業者により異なる

単価基準等はなく、事業者によっ
て価格設定は異なる

市町村が本人負担の利用料を
設定

産後の母子が、県内どこに住んでいても、安心して質の高い産後ケア事業を利用できることが望ましい。
しかし、現状では、市町村が個々に事業者と契約し実施しているため、産婦の居住地の自治体が契約している施設しか利用ができ
なかったり、居住地によってサービス内容や利用料等が異なっている。また、市町村、事業者においても、事務負担等が大きいことなど
から広域調整を望む声が多い。
産後ケア事業は自由度の高い仕組みであり、公定価格等の国の定める基準等はない。
調整にあたっては、主に次の４つの要素について現状把握、課題整理等が必要。

広域調整のためには、これらの現状・課題を整理のうえ、段階的な検討を要する

・各市町村の考え方により利用料の設
定をしているため、委託先の事業者が
同じでも利用料が異なる

・市町村単位では施設間の利用料を一
律に揃えている場合もある

・適切な授乳ができるためのケア
・育児手技の指導や相談
・母親の栄養指導を含む保健
　指導
・個別の妊婦に合わせたケアプ
　ランの作成　　等

市町村及び事業所間の差が
大きく、すぐに統一することは困
難
まずは標準的な事業内容や、
標準的な人員配置等の考え
方の整理が必要

個別契約による委託先の統
一は不可能だが、段階的な検
討を経たうえで、広域利用でき
る仕組み（集合契約等）に
することは考えられる

安全対策マニュアルや報告様式等の
整備は必要性も高く、比較的容易に
ひな形等の整備が可能
あわせて、国のガイドラインや現状の
サービス内容等を踏まえ、標準的な事
業内容等の検討も必要

広域調整の難易度：
比較的調整しやすい

広域調整の難易度：高広域調整の難易度：高

サービス内容や利用料の考え方は
市町村により異なるため、すぐに統
一することは困難
まずは標準的な事業内容や契約
単価の考え方等の整理が必要

広域調整の難易度：高

産後ケア事業の事業内容や委託契約の標準化について
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産後ケア事業所ヒアリング 結果

宿泊型、通所型の産後ケア事業を実施している１４事業者、１団体
・アニタ助産院  ・助産院はぐはぐ  ・このは助産院  ・いのち育みサポートはぐあす
・産前産後ケアサロンnyuwa  ・SORA助産院  ・ゆいま～る  ・小梅助産院（※助産師会のヒアリングに同席）
・県立あき総合病院  ・国立高知病院  ・高知赤十字病院  ・菊地産婦人科  ・渭南病院
・県立幡多けんみん病院  ・高知県助産師会

対象事業者

主要項目のとりまとめ
結果 母体の施設が病院又は診療所の場合 母体の施設が助産所又は助産所に類する施設の場合

サービスの提
供内容

• レスパイトのニーズが多い
• 分娩取り扱い施設においては、入院中にできなかった指導
やケアを産後ケア事業で実施するなど、切れ目のない支援
の実施が可能

• 他院で分娩した利用者についても、聞き取り等で情報収集
を行い、全施設で受け入れている

• レスパイトのニーズが多い（訪問型は育児指導や授乳支援のニーズ
が多い）

• 施設によっては、市町村の紹介により緊急的に利用が必要な利用者
を受け入れる等の取組を行っている施設もあり

• アロマや各種講座等、自費のサービスを提供している施設も多く、
サービス内容に幅がある

職員の状況

• 母体施設に勤務している助産師等が対応（現在は医療法の
人員と別に専任職員を+１人配置）

• 実施担当者のキャリアアップとして(一財)日本助産評価機
構のアドバンス助産師等を活用

• 給食や利用料の徴収、事務については母体施設の職員で対
応

• １組ずつ受け入れている施設では、助産師１人で対応
• 一度に２組以上の受け入れをしている施設では、パート職員も含め
複数体制で対応。（最大８人程度）

• ヒアリング対象施設すべて管理者が助産師会に所属。助産師会では、
資質向上の取組として、日本助産師会実施の産後ケア実務助産師研
修又はこれに準ずる研修等を受講するよう会員に働きかけ。

受け入れ可能
な対象者

• 対象月齢：ベビーベッド等の設備がなく、制限を設けてい
る施設が多い（生後４か月未満等）

• 父親、きょうだい児：受け入れ不可
• 医療的ケア児：病院においては、小児科も併設しているこ
とから、ケースの状態によって判断するという施設が多い

• 対象月齢：１歳未満
• 父親、きょうだい児：ほとんどが受け入れ不可だが、父親向けの
サービスを検討している施設等もあり

• 医療的ケア児：ケースの状態にもよるが、対応困難な場合が多いと
考えられる

安全対策

• 院内の医療安全対策、院内感染対策に準じて実施。インシ
デント（アクシデント）の報告も日頃から実施しているた
め、県の安全対策マニュアル整備後も対応可能。

• 災害発生時の報告は、産後ケア事業ではなく母体施設全体
としてEMIS（広域災害救急医療情報システム）により報
告

• 各助産所等で協力医療機関あり
• 従前から助産師会においてインシデント発生時の報告体制が整備さ
れているため、県の安全対策マニュアル整備後も事故発生時等の報
告については対応可能

• 災害発生時の被災状況等の報告体制の整備に向け、「災害時情報共
有システム」の説明や訓練が必要 9



産後ケア事業所ヒアリング 結果

1. 委託契約について（報告様式等の統一、広域実施体制の構築、適正な委託料の設定 等）
・契約に係る事務負担の軽減や県内の里帰り産婦への支援のために、県内の広域実施体制の構築を望む声が

多かった。
・広域実施のために一般的かつ合理的な手段が「集合契約」であり、集合締結のためには契約単価の統一が

必要である。しかし、現状では、各事業者の実施状況や各自治体の財政状況に差があるため、時間をかけた
検討が必要。

 →（対応案）令和７年度には、まずは調整可能な、報告様式や安全対策マニュアルの統一化を図り、段階的に
検討を進めていく。

2. 医療法に基づく業務を行う人員との兼務について
・事業者の母体が病院又は診療所の場合は、現状ではほとんどの施設で勤務助産師から１名専任職員を配置。

一方、宿泊型の場合、夜間に従事可能な人員が限られるため、特に夜間の時間帯において、医療法に基づく
業務に従事する職員との兼務を可能にしてほしいと一部の病院から要望があったもの。

・国通知で、兼務の場合は「それぞれの施設の人員要件を満たすとともに、兼務によって患者等に対する治療
及び委託業務に支障がないよう注意すること」と示されている。

→（対応案）各施設の人員要件を満たすとともに双方の業務に支障がないことを確認できる仕組みの検討

3. 旅館業施設における産後ケア事業の実施における法令上の取扱いや留意事項について
・旅館業施設を活用して産後ケア事業を実施する場合の法令上の取扱い等について質問があったもの。
・法令上実施は可能であるが、特に宿泊型を実施する場合において、旅館業法、建築基準法、消防法の各所

管部署に確認が必要となっている。
 →（対応案）上記の旨を関係者に周知

県、市町村への主な意見や要望
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産後ケア事業所ヒアリング 結果

4. 産後ケア事業に必要な物品調達に係る費用に対する助成について
・現状では、県内の自治体は利用者１件あたりの単価契約にて委託料を支払っているため、ベビーベッド等

の物品に対する助成をしていない。
→ 予算を伴うものであるため、継続的な検討が必要

5. 自治体によって利用回数の上限が異なっていること/利用可能回数の確認方法について
・複数市町村と契約している事業者においては、予約受付時に居住市町村と利用回数を聞き取ることが煩雑

になっている。また、本人から聞き取った残回数に誤りがある場合も少なくない。
・母子健康手帳に産後ケアの記録を記載する欄があるが、利用時の記載を統一できていない。
・将来的には利用回数の統一が望ましいものの、まずは確実に利用回数を確認できる仕組みにする必要があ

る。
 →（対応案）① 事業者による母子健康手帳への記載を統一

② 高知市のチケット制の導入の検討
  R7.11 子育て支援課実施アンケート結果より
  チケット制の導入について（N=29）

対応可能･･･15自治体
対応困難･･･４自治体
その他 ･･･10自治体

11

産後ケア事業チケット
母親氏名：○○○
承認番号：12345
所得区分：課税世帯

〈チケットのイメージ〉

県、市町村への主な意見や要望

氏名 No.

日付 施設名 内容

〈他の自治体の例〉



産後ケア事業所ヒアリング 結果

6. 産後ケア事業におけるケアの展開（アセスメント→プラン作成→ケアの提供→評価、報告）
の標準化について

・事業者のサービスの提供内容や、市町村と事業者の情報共有の程度には、差がある。
→（対応案）① 職能団体との連携によりケアプランや情報共有のツール等を整備する。（＝国要綱に定め

られる「支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算」にも対応できる体制を構築）
② 安全対策マニュアルに基づく勉強会や災害訓練等を継続的に実施する。

7. 産後ケア事業の消費税の取扱いについて
・産後ケア事業は、消費税法施行令第14条の３により「産後ケア事業として行われる資産の譲渡等」は消費

税を非課税とされており、市町村から産後ケア事業の委託を受けた事業者が事業実施の対価として得る委
託料も非課税となっている。また、委託事業において利用料を徴収した場合の利用料も非課税となる。

  →（対応案）上記の旨を自治体、事業者に再度周知する。
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県、市町村への主な意見や要望



高知県産後ケア事業推進連絡会 概要

市町村における産後ケア事業実施上の課題についての情報提供や協議等を通して、産後ケア事業の推
進を図り、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する

(1) 市町村代表･･･市町村保健衛生職員協議会会長（北川村）、高知市、
        各ブロックの代表市町村（中芸広域連合、香南市、いの町、須崎市、四万十市）

(2) 有識者、関係団体･･･高知県産婦人科医会、高知県看護協会、高知県助産師会、高知県立大学

(3) 事業者代表･･･高知赤十字病院、いのち育みサポート はぐあす、浅井産婦人科・内科
 ※ オブザーバー：各福祉保健所

目 的

構成員

協議事項、取組内容

第１段階
（Ｒ７）

高知県の産後ケア事業の現状・課題の共有
安全対策に関すること
委託契約の標準化に関すること

第２段階
（Ｒ８～）

標準的な委託料、利用料に関すること
ケアプラン、情報共有のツール等の検討
安全対策に関する勉強会や災害訓練等の実施

R7の取組

• 県内統一の安全対策マニュアルの整備
• 標準的な契約書・仕様書の整備
• 報告様式の統一
• 基本的な委託料の考え方の整理

成果物

• 標準的な委託料の積算
• 標準的な利用料の考え方
• ケアプラン、情報共有のツール等の整備

委託元の市町村のみで構成する準備会から開始 → 第１回連絡会（R7.12.2）
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当面の進め方



日程 内     容

５月27日
産後ケア事業推進連絡会 準備会
 出  席：北川村、高知市、須崎市、四万十市、香南市、いの町、中芸広域連合
 協議内容：現状・課題について、今後の方向性について

７月４日
産後ケア事業推進連絡会 第１回作業部会
 出  席：高知市、須崎市、四万十市、香南市、いの町、中芸広域連合の実務担当者
 協議内容：報告様式（案）、安全対策ﾏﾆｭｱﾙ（案）、標準的な仕様書の項目案

９月16日・  
  17日

産後ケア事業推進連絡会 第２回作業部会
 出  席：高知市、須崎市、四万十市、香南市、いの町、中芸広域連合の実務担当者
 協議内容：標準的な仕様書（案）、安全対策ﾏﾆｭｱﾙ（案）、事業所ヒアリングについて

９月～10月
産後ケア事業所ヒアリング
 実施体制：高知県、代表市町村
 対  象：通所型・宿泊型を実施している14事業者 及び 高知県助産師会
 内  容：高知県の取組説明、実施状況の聞き取り

12月２日

第１回産後ケア事業推進連絡会（全体会）
 メンバー：市町村代表、関係団体、学識経験者、事業者代表
 協議内容：○委託契約の標準化に関すること
       ・標準的な仕様書（案）、報告様式（案）
       ・委託料の積算の考え方
      ○安全対策マニュアル（案）

１月
• 標準的な契約書、仕様書、報告様式の整備
• 高知県産後ケア事業安全対策マニュアルの制定
• 市町村、事業所向けの説明会及び勉強会

令和７年度 産後ケア事業推進連絡会の取り組みについて
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